
提

出

者

北

川

れ

ん

子

平
成
十
三
年
六
月
十
四
日
提
出

質

問

第

九

七

号

関
西
電
力
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
劣
化
ウ
ラ
ン
の
無
償
譲
渡
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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関
西
電
力
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
劣
化
ウ
ラ
ン
の
無
償
譲
渡
に
関
す
る
質
問
主
意
書

関
西
電
力
は
四
月
二
五
日
、
市
民
団
体
と
の
交
渉
の
場
で
、
劣
化
ウ
ラ
ン
の
「
所
有
権
」
を
、
濃
縮
役
務
を
委
託
し
て
い
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
ウ
ラ
ン
濃
縮
会
社
（
以
下
、
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｃ
社
）
に
「
無
償
で
移
転
」
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し

た
。
ま
た
無
償
譲
渡
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
い
ら
な
い
も
の
」
だ
か
ら
と
し
て
い
る
。

原
子
力
委
員
会
長
期
利
用
計
画
策
定
会
議
第
二
分
科
会
報
告
（
平
成
一
二
年
六
月
五
日
）
は
、
「
ウ
ラ
ン
濃
縮
に
伴
い
発
生

す
る
劣
化
ウ
ラ
ン
」
を
、
「
将
来
の
高
速
増
殖
炉
等
」
で
「
利
用
」
す
る
核
燃
料
物
質
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
劣
化
ウ
ラ
ン

は
、
「
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
（
原
子
炉
等
規
制
法
）
に
規
定
さ
れ
る
核
燃
料
物

質
で
あ
り
、
資
源
の
有
効
利
用
を
謳
う
政
府
の
原
子
力
政
策
に
お
い
て
は
将
来
的
利
用
に
備
え
て
「
適
切
に
貯
蔵
し
て
い
く
」

べ
き
燃
料
資
源
の
は
ず
で
あ
る
。

劣
化
ウ
ラ
ン
を
「
い
ら
な
い
も
の
」
と
し
、
ア
メ
リ
カ
へ
無
償
譲
渡
す
る
と
い
う
関
西
電
力
の
行
為
は
、
原
子
力
基
本
法
に

謳
う
政
府
の
原
子
力
政
策
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
件
行
為
は
、
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
の
原
料
物
質
の
提
供
で

あ
り
、
当
時
の
三
木
武
夫
総
理
が
一
九
七
六
年
二
月
二
七
日
に
衆
院
予
算
委
員
会
で
述
べ
た
武
器
輸
出
三
原
則
に
も
反
し
、
か

つ
憲
法
九
条
で
掲
げ
る
平
和
原
則
に
も
抵
触
し
て
い
る
。

一



外
交
と
原
子
力
に
関
す
る
政
府
の
基
本
政
策
に
背
馳
す
る
行
為
で
あ
り
、
政
府
の
監
督
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
重
大
問
題
で

あ
る
と
考
え
る
。

よ
っ
て
以
下
、
関
西
電
力
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
劣
化
ウ
ラ
ン
の
無
償
譲
渡
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

劣
化
ウ
ラ
ン
を
「
い
ら
な
い
も
の
」
と
す
る
関
西
電
力
の
見
解
は
、
劣
化
ウ
ラ
ン
を
将
来
の
核
燃
料
と
位
置
づ
け
る
政
府

の
見
解
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
矛
盾
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
へ
の
所
有
権
移
転
は
、
「
将
来
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
」
の
確
保
を
原
子
力
利
用
の
推
進
理
由
と
規
定
し
て

い
る
原
子
力
基
本
法
に
背
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。

二

ア
メ
リ
カ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｃ
社
の
パ
デ
ュ
ー
カ
濃
縮
工
場
お
よ
び
ポ
ー
ツ
マ
ス
濃
縮
工
場
の
劣
化
ウ
ラ
ン
か
ら
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
が

製
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
通
信
社
・
ロ
イ
タ
ー
が
二
〇
〇
一
年
一
月
二
〇
日
に
報
じ
る
な
ど
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
関
西

電
力
が
無
償
譲
渡
し
た
劣
化
ウ
ラ
ン
が
兵
器
の
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

関
西
電
力
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
劣
化
ウ
ラ
ン
の
譲
渡
は
、
原
子
力
基
本
法
第
二
条
に
定
め
る
基
本
方
針
「
原
子
力
の
研

究
、
開
発
及
び
利
用
は
、
平
和
の
目
的
に
限
」
る
規
定
に
反
し
、
先
に
述
べ
た
政
府
の
武
器
輸
出
三
原
則
お
よ
び
憲
法
の
平

和
原
則
に
も
背
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二



三

青
森
県
六
ヶ
所
村
の
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
に
は
現
在
、
約
六
七
〇
〇
ト
ン
の
劣
化
ウ
ラ
ン
が
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の
形
で
保
管

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
も
、
人
形
峠
の
濃
縮
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
ト
で
作
り
出
し
た
約
二
四
〇

〇
ト
ン
の
劣
化
ウ
ラ
ン
を
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の
形
で
管
理
し
て
い
る
。
政
府
は
劣
化
ウ
ラ
ン
を
将
来
の
核
燃
料
物
質
と
し
て

い
る
が
、
具
体
的
な
使
用
計
画
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
は
、
放
射
性
物

質
で
あ
る
と
同
時
に
、
化
学
的
反
応
性
と
毒
性
の
非
常
に
強
い
気
体
で
あ
り
、
漏
れ
出
し
た
場
合
、
深
刻
な
被
害
を
引
き
起

こ
す
。
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
の
形
態
で
の
貯
蔵
は
大
変
危
険
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
つ
ま
で
現
状
の
形
態
で
の
保
管
を
続
け

る
の
か
、
見
通
し
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


